
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたの売上先は？ 

インボイス発行事業者になることを検討する必要があります。（混在する場

合は、どちらに対する売上が多いか等を踏まえて検討する必要があります） 

なお、登録申請は事業者の任意です。 

 

インボイス発行事業者にならなくても、影響は小さい

と考えられます。（今後、課税事業者と取引を始める場

合には、改めて登録申請を検討する必要があります） 

一般消費者のみ 事業者のみ 事業者と一般消費者が混在 

売上先の消費税の申告状況によって、インボイスの交付義務に違いがあります。 

売上先が課税事業者の場合 ⇒ 原則、仕入税額控除のためにインボイスが必要です（※）。 

（※）売上先が簡易課税制度を適用している場合、インボイスは不要です。 

売上先が免税事業者の場合 ⇒ インボイスは不要です。 

チェックシートにて再検討 
★国税庁 HP掲載の「事前準備の基本項目チェ
ックシート」をご活用ください。 

(注) 免税事業者がインボイス発行事業者になった場合、インボイスを交付することができますが、課税事業者として消費税の申告が必要です。 

なお、免税事業者からの課税仕入れについて、制度開始から６年間は、一定の要件の下、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなし

て控除できる経過措置が設けられています。 

免税事業者の登録申請検討フローチャート（売手の立場での検討） 

売上先の事業者は、消費税の課税事業者ですか？ それとも免税事業者ですか？ 

早期の登録申請を 

お願いいたします。 登録申請する 登録申請しない 判断できない 

課税事業者のみ 免税事業者のみ 課税事業者と免税事業者が混在 分からない 
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